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３．事業の実施状況 
令和元年度佐賀県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施状
況について記載。 
（事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業) 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 

ＩＣＴ医療連携推進事業費 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

96,415 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県、各医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

現在の医療提供体制は、医療機関の機能に応じた役割分担が進んで
おり、高度で専門的な治療が必要な場合は設備等が整った中核医療
機関で治療が行われ、その後はかかりつけ医と中核医療機関が連携
して治療が継続される仕組みとなっていることから、診療情報を共
有し、検査や処方の重複防止など効率化を図る必要がある。 
アウトカム指標： 退院患者平均在院日数の減 
  現状：19.3 日（H28 年度※病院報告より） 
→目標：18.3 日（R1 年度） 

事業の内容  ＩＣＴの活用により、連携する医療機関等で患者の処方、注射、
検査、画像等の診療情報を共有することができる「佐賀県 
診療情報地域連携システム」（愛称：ピカピカリンク）の利用を推
進する。 

アウトプット指標 県内病院、診療所のﾋﾟｶﾋﾟｶﾘﾝｸ加入割合 
平成 30 年：26％ → 令和元年度末：30％ 

アウトプット指標（達成
値） 

県内病院、診療所のピカピカリンク加入割合 

令和元年度末：29.0％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

退院患者平均在院日数 18.8 日（H30 年病院報告） 

（1）事業の有効性 

 中核医療機関が保有する診療情報（処方、検査、医療画像等）を

地域のかかりつけ医等に公開し共有することで、一人の患者を複数

の医療機関で見守る地域医療連携が実現されるとともに、検査や処

方の重複防止につながっている。 
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（2）事業の効率性 

 ピカピカリンクは県全体のシステムとして運用しており、どの地

域においても同じシステムで効率的な連携ができている。 

その他  
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 

高次脳機能障害地域連携医療機関構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,990 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

不足している慢性期・回復期機能等が強化できるよう、地域支援拠点

機関の役割をより明確にし、急性期を終え慢性期・回復期（リハビリ

テーション）にある高次脳機能障害者を地域支援拠点機関や受け入れ

可能医療機関へ移行促進し、病床の機能の分化及び連携を図る。 

アウトカム指標：高次脳機能障害者受入可能医療機関の増加 

H30 年度：54 か所（うち公表可 35 か所） 

⇒R01 年度：59 か所 

事業の内容 高次脳機能障害者中核支援拠点機関である佐賀大学医学部付属病院を

拠点病院として、ネットワークコーディネーターを配置し、地域支援

拠点機関を選定する。ネットワーク構築のための連絡会議及び受け入

れ可能医療機関の資質向上のための研修会の開催や、地域支援拠点機

関を巡回しての相談会等の実施を委託する。 

アウトプット指標 地域支援拠点機関の設置数 

H30 年度：３か所 → R01 年度：５か所 

アウトプット指標（達
成値） 

地域支援拠点機関の設置数 

H30 年度：３か所 

→R01 年度：３か所（２医療機関に説明実施済） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
受入可能医療機関数：57 医療機関 

３医療機関設置していた地域支援拠点機関を 5か所（2次医療圏毎）

に設置することを目標とし、H31（R1）年度末までに医療機関に説明を

実施、R2 年 4 月に設置が完了した。これにより拠点病院と地域連携医

療機関が連携できる体制整備ができる段階となった。 

また、受入可能医療機関数が目標値には届かなかったものの、昨年

度より 3か所増加した。 

（１）事業の有効性 

拠点病院のコーディネーターが中心となり、各地域の慢性期・回復

期機能を有する医療機関に出向き、情報提供や連携の取り方について

意見交換することにより、ネットワークが構築されはじめた。これを
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継続することにより、地域連携病院への移行が促進される。 

 

（２）事業の効率性 

佐賀県全体で、拠点機関を中心に広域的に事業を実施したことで、

効率的な執行ができたと考える。また、地域連携医療機関を２次医療

圏毎５か所に設置したことにより、今後高次脳機能障害患者の受け入

れ体制の連携につながる。 

その他  
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（事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業） 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

佐賀県訪問看護サポートセンター事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,982 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

在宅医療、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、訪問看護に

従事する人材の育成や、訪問看護に関する相談に対応する体制の整備

が必要である。 

アウトカム指標：訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ看護職員数（常勤換算） 

現状：290.8 人（平成 28 年度）⇒目標：356 人（令和 2年度）   

（看護職員業務従事者届による） 

事業の内容 訪問看護師の資質向上のための研修、管理者研修、新卒等訪問看護師

の育成支援、小規模事業所等から実地研修の受入れ等を行い人材育

成・人材確保を行う。また、相談体制を強化し、供給側の訪問看護事

業所や医療機関等の相談に対応する。加えて、訪問看護の普及啓発も

行う。 

アウトプット指標 資質向上研修会受講者数:268 人(H29 年度) → 280 人(H31 年度) 

相談件数:180 件(H29 年度) → 200 件(H31 年度) 

アウトプット指標（達成
値） 

資質向上研修会受講者数：達成値 365 人（R元年度） 

相談件数：達成値 456 件（R元年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：訪問看護ステーション看護職

員数（常勤換算） 

 現状：319.0 人（H30 年度）⇒達成値：319.0 人（H30 年度） 

 ※看護職員業務従事者届が 2年に 1回実施のため 

（１） 事業の有効性 
 訪問看護師研修会の受講者数は目標を上回る 365 名の受講があり、

需要がある有意義な研修会であるため今後も引き続き開催していき

たい。 

 また、新卒等訪問看護師の育成支援では、「SAGA 新卒等訪問看護師

育成支援プログラム」を作成し、人材育成・人材確保に努めている。 

 訪問看護に関する相談については、456 件と目標値を大きく上回っ

ており、需要の高さがうかがえる。訪問看護サポートセンターの認知

度も高まっており、今後も相談体制を整えていきたい。 
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（２） 事業の効率性 
 訪問看護師と事務職員で、訪問看護サポートセンターでの研修会の

計画や相談等に応じており、効率的に事業を進めることができてい

る。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 

在宅診療設備整備事業費補助 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,509 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 各医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

在宅医療で対応可能な患者の早期退院や地域包括ケアシステムの構

築の推進のため、在宅医療の提供体制を充実させる必要がある。 

アウトカム指標：在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院数 

158（H28 年度）→183（R01 年度）  

事業の内容 新たに在宅診療に取り組む医療機関や在宅診療への取組実績がある

医療機関に対して、在宅診療に必要なポータブル式の医療機器の整備

費に対し補助を行う。 

アウトプット指標 在宅診療設備整備医療機関数 10 医療機関（R01） 

 

アウトプット指標（達成
値） 

R1 達成値：在宅診療設備整備医療機関数：6医療機関 

事業の有効性・効率性 アウトカム指標 

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院数 

185（H30 年度）→ 144（R1 年度） 

（1）事業の有効性 

 在宅診療に必要なポータブル心電計等の医療機器を導入したこと

で、迅速な診療や幅広い治療ができるようになり、より充実した在宅

医療を提供することが可能となった。 

 

（2）事業の効率性 

 在宅診療に必要な医療機器等の設備補助を行ったことにより、機器

購入が容易になり、在宅診療の体制強化につなげることができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 

慢性期糖尿病者支援多職種連携推進研修等

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

21,966 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和４年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

高齢化の進展に伴い、今後増加が見込まれる糖尿病患者が在宅で安心
して医療を受けられるよう、他職種連携の強化や地域のかかりつけ医
療機関、専門医療機関等の支援体制の構築が重要である。 
アウトカム指標： 
糖尿病コーディネート看護師と契約している医療機関数の増加 
  185 施設（H30） → 200 施設（R１） 

事業の内容 糖尿病患者が安心して在宅医療を受けることができる体制を整備す
るため、多職種の専門家による病識や食事療法、運動療法、薬物療法
等についての共通認識と多くの情報を共有する研修や会議の機会を
設け、糖尿病患者を取り巻く専門家の「顔の見える関係」を構築する。 
併せて、糖尿病コーディネート看護師を中心として基幹病院とその周
辺の医療機関との医療連携（適切な時期のかかりつけ医から専門医へ
の紹介等）を図ることで合併症の発症、進展を予防し、在宅医療で対
応できるようにする。 

アウトプット指標 連携と症例検討のための研修会・会議の開催回数 27 回 

アウトプット指標（達成
値） 

○R元年度達成値  

連携のための研修会・会議の開催回数：28 回（H30）→19 回（R1） 

保健福祉事務所や基幹病院では、新型コロナウィルス感染症対応が

優先されるため、年度後半の会議の開催が難しく、回数が昨年度を下

回った。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・コーディネート看護師契約医療機関数 

 216 施設（H30.3.31）→216 施設（R1.3.31） 

２次医療圏での会議や連絡会の中で抽出した課題を解決するため、地

域ごと、県全体で取り組む課題への解決策の検討を行った。 

（１）事業の有効性 

 定期的に関係者が集まり、治療中断者や未治療者、コントロール不

良者への対応等、糖尿病の重症化予防に係る課題を共有し、それぞれ

の役割を認識できた。 

（２）事業の効率性 
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「糖尿病重症化予防診療ガイド」を普及するために、症例検討会等

を活用して啓発を行った。さらに、かかりつけ医、看護師にアンケー

トを実施し、重症化予防のための検査や指導の状況等の把握すること

ができた。 

 コーディネート看護師が医療機関への訪問ができない時期には、感

染予防や食事や運動に関する指導媒体の提供や、電話相談等によりか

かりつけ医療機関を支援することができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 
在宅歯科医療推進連携室運営事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 

4,146 千円 

事業の対象となる医療介
護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 一般社団法人 佐賀県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー
ズ 

地域における在宅歯科医療のニーズの増加に伴い、在宅歯科医療に

おける医科、介護等の他分野との連携の強化が重要性を増している

ため、その推進の強化を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

在宅歯科医療を必要とする県民等からの相談を受け、在宅歯科医療

の実施に至った数： 

現状：24 件【※相談件数 26 件中】（H29 年度） 

⇒目標：40 件【※相談件数 45 件中】（H31 年度） 

事業の内容 佐賀県歯科医師会が、在宅歯科医療推進連携室を設置し、在宅歯科

医療の推進及び他分野との連携を推進するため、在宅歯科医療希望

者への歯科診療所の紹介、在宅歯科医療に関する相談、医科・介護

等との情報交換等の業務に係る運営費を支援する。（補助率 10/10） 

アウトプット指標 在宅歯科医療を必要とする県民等からの相談を受けた数：45 件 

アウトプット指標（達成
値） 

在宅歯科医療を必要とする県民等からの相談を受けた数：77件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護保険請求歯科医療機関の数 

 71 医療機関(H30.10) → 61 医療機関(R1.10)  

在宅歯科医療を必要とする県民等からの相談を受け、在宅歯科医療

の実施に至った数：30 件 

在宅歯科医療を必要とする県民等からの相談を受けて在宅歯科医

療の実施に至った数は、年々増加している。 

（１）事業の有効性 
在宅歯科医療の充実を図るため、在宅歯科医療推進連携室が窓口

となり、他職種連携を推進した。また、連携室と地区歯科医師会の

担当者との会議を定期的に実施したことで、今後の課題を評価する

ことができた。 
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（２）事業の効率性 
 在宅療養介護支援者や他職種団体へ、歯科口腔保健の情報提供を

行うことで、口腔への意識の向上を図るための顔の見える関係づく

りに寄与した。また、在宅歯科での問題収集・解決の窓口として地

区歯科医師会の担当者と協力し、迅速な対応と問題解決の効率化を

図った。 
その他 「訪問歯科診療」、「周術期口腔機能管理」、「糖尿病」に関する医

科歯科連携について、在宅歯科医療推進連携室が持つ情報を開示す

ることで、更なる連携の促進に努めている。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

食支援連携推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,850 千円 

事業の対象となる医療介
護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 一般社団法人 佐賀県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和４年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、美味
しく安全な食事ができることが重要なポイントの一つと考えらえ
れる。在宅での歯科医療支援の強化を行い、摂食嚥下障害を持つ者
に歯科医療専門職及び多医療職種連携の食支援を行うことで、「食
べる機能の回復」を図ることができ、在宅における美味しく安全な
食事を可能にすることができる。 
アウトカム指標：歯科の地域ケア会議への参加 
現状：10 回（H29 年度）⇒目標：40 回（R1 年度） 

事業の内容 食支援において関わる職種は、歯科専門職のみならず、医師、看護
師、栄養管理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネ
ージャー等多岐にわたっており、それらの多職種が摂食機能障害を
回復させるためには、全身管理、栄養管理、摂食嚥下リハビリ、食
事環境調整等の共通の認識を持つことが重要である。 
ついては、食支援に携わる多職種間のネットワークを構築すること
を目的とした研修会やグループワークを開催する。 

アウトプット指標 研修会及びグループワークの開催回数：2回 

アウトプット指標（達成
値） 

研修会及びグループワークの開催回数：1回 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2 回目の会議を中止とし

た。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 歯科の地域ケア会議への参加：32 回 

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響もあり、指標には届かなか

ったものの、H29 年度の現状に比べると増加した。 

 

（１）事業の有効性 

新型コロナの影響を受けながらも、食支援について体制整備がで

きたことで、地域の摂食嚥下機能が低下した方のニーズに対応でき

るようになった。 
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（２）事業の効率性 

体制整備ができたことで、摂食嚥下機能が低下した方のニーズに

対し、地域ケア会議等において他職種と連携して対応できている。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 

アドバンス・ケア・プランニング普及啓発委

託事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,305 千円 

事業の対象となる医療介
護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県医師会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和４年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー
ズ 

医療従事者からアドバンス・ケア・プランニングに関心があっても、

患者や家族等への説明方法等が分からないという声があり、アドバン

ス・ケア・プランニングを進めるに当たっては、医師等医療従事者に

アドバンス・ケア・プランニングを普及・啓発する必要がある。 

アウトカム指標： 医療機関看取り率の低下 

事業の内容 現状：80.2％（H29 年※人口動態調査より） 

アウトプット指標 研修参加人数 75 人 

アウトプット指標（達成
値） 

R1 達成値 242 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医療機関看取り率 77.8％ 

（1）事業の有効性 

 アドバンス・ケア・プランニングを行うのは医師だが、研修会には

医師以外にも、訪問看護師や、医療ソーシャルワーカー、介護支援専

門員、介護施設職員など幅広い職種から目標を上回る参加があったこ

とから、地域一丸となりアドバンス・ケア・プランニングの普及啓発

が見込めるとともに、多方面からの患者やその家族への支援が可能に

なる。 

 

（2）事業の効率性 

 県内の医療従事者に、終末期医療や在宅医療等の専門的知見に基づ

き作成した手引書を配布し、日々のマニュアルとして活用してもらう

ことで、研修会終了後も各医療機関においてアドバンス・ケア・プラ

ンニング普及啓発を図ることができる。 

その他  
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（事業区分４：医療従事者の確保に関する事業） 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.10（医療分）】 

精神科救急医療における医師確保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,974 千円 

事業の対象となる医療介
護総合確保区域 

全県域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

精神保健指定医の確保により、在宅の精神科患者、家族等に対し、専

門的な助言や精神科医療機関の紹介（受診・受入先の斡旋）等を行う

機会を充実させることにより、地域生活を支援する体制を確保し推進

する必要がある。 

アウトカム指標： 佐賀県の措置患者数 

平成 30 年度：39 人 → 令和元年度：34 人 

事業の内容  地域移行を国が推進する中、精神科救急情報センターに多数の精神

疾患に対する相談が寄せられている。相談窓口の担当者が緊急性を判

断するにあたり、医学的な助言等を行うための精神保健指定医を確保

する。（補助率 10/10） 

アウトプット指標 精神科救急医療情報センターの相談件数： 

平成 30 年度：447 件 → 令和元年度：500 件 

アウトプット指標（達成
値） 

精神科救急医療情報センターの相談件数： 

平成 30 年度：432 件 → 令和元年度：389 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：佐賀県の措置患者数 

平成 30 年度：40 人 → 令和元年度：43 人 

数値的には目標を達成することができなかったが、２４時間３６５日

体制で指定医を確保している肥前精神医療センターが中心となり、緊

急な医療を必要とする者からの相談への対応、精神科医療機関の紹

介、受け入れ先の調整を行うことにより、迅速かつ適正な医療の提供

ができている。 

（１）事業の有効性 

肥前精神医療センターが中心となり、地域における在宅生活を送って

いる精神疾患を有する（と思われる）者又はその家族、行政機関（警

察、消防、保健福祉事務所等）等からの症状悪化に関する相談に対応

することにより、緊急な医療を必要とする者が迅速かつ適正な医療を

受けることができる。 

（２）事業の効率性 
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（１）における対応の結果、早急な精神科診療が必要な対象者につい

て、精神科医療機関と必要な連絡調整が可能となり効率的な運用がで

きている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.11（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,149,660 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 各看護師等養成所 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

医療の高度化・専門化に対応し、安全な医療を提供するため、また、

多様化する県民のニーズに対応するため、更に超高齢社会における在

宅医療提供体制を推進するために、看護職員の人材確保・育成を行い、

質の高い医療提供体制を確保することが必要である。 

アウトカム指標：県内看護師等養成所卒業者の県内就業率の上昇 

現状：63.1%（H30.3 末）→目標：64.4%(R2.3 末) 

事業の内容 看護師等養成所の教育内容の向上並びに養成力の拡充を図るため、そ

の運営に要した経費等に対し、補助を行う。 

アウトプット指標 各看護師等養成所における教育体制を充実させることにより、質の高

い看護職員を確保する。 

■県内看護師等養成所の卒業者数 

855 人（H30.3 末）→ 865 人（R2.3 末） 

アウトプット指標（達成
値） 

県内各看護師等養成所の卒業者数 達成値：854 人（R2 年 3 月末） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：県内看護師等養成所卒業者の

県内就業率 

 現状：64.8％（H31.3 末）⇒達成値 62.6％（R2.3 末） 

（１） 事業の有効性 
 これからの医療と介護の一体的な改革を推進していく上で、看護職

員の養成及び確保は重要な課題であるが、看護職員を養成する養成所

の運営は厳しい状況にある。 

 そのため、県内の民間養成所（8 養成所：14 課程）に財政的支援を

行うことにより、県内の看護職員の安定的供給及び質の高い教育内容

の推進を図ることに寄与した。 

 県内各看護師等養成所の卒業者数、県内就業率はともに目標値を下

回ったが、今後も引き続き県内就業率の促進を図り、質の高い医療提

供体制の確保につなげていきたい。 

（２） 事業の効率性 
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 運営の厳しい看護師等養成所に対し、その運営に要した経費等に関

する補助を行うことにより、効率的に看護師等養成所の教育内容の向

上並びに養成力の拡充を図ることにつながっている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

病院内保育所運営費補助 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

177,788 千円 

事業の対象となる医療介
護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県内各医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー
ズ 

質の高い医療提供体制を確保するために、看護職員の人材確保・育成

が必要である。 

アウトカム指標：県内病院・診療所における看護職員離職率の改善（定

年退職を除く） 

現状：7.9%（H29 年度）＊有効回答率 48.8% 

事業の内容 医療従事者の離職防止及び未就業者の再就業の促進を図るため、病院

等の開設者が、従事する職員のために保育施設を設置し、その運営を

行うために要した保育師等人件費に対し県が補助を行う。 

アウトプット指標 看護職員の離職防止・再就業促進を図るため、病院内保育所を運営し

ている医療機関に対し補助を行い、県内への看護職員定着につなげ

る。 

■補助事業者のうち休日保育の実施割合 50% 

アウトプット指標（達成
値） 

■補助事業者のうち休日保育の実施割合 50% 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内病院、診療所における看護職員離職率の改善（定年退職を除く 

 9.2％（H30 年度）→ 8.7％（R 元年度） 

（１）事業の有効性 

・病院内保育所を設置していることで、職員の産休・育休後の職場復

帰を促し、新規採用職員の獲得につながった。 

・学童保育や休日保育の実施により、通常の保育園では対応が難しい

医療従事者の多様な勤務時間にも対応することができ、利用者から大

変好評である。 

（２）事業の効率性 

・利用者の急な勤務時間変更など、緊急時に伴う保育の要望にも可能

な限り柔軟に対応しており、別途緊急時の預かり先を確保しておく必

要がない等、利用者にとって効率的な運営を行うことができている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

89,104 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 各医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

減少している分娩を取り扱う病院・診療所・産科医等の確保を図る必

要がある。 

アウトカム指標：  

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

59.7 人（H29 年度） → 59.7（R01 年度） 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産科・産婦人科医師数 

  9.4 人（H29 年度） →  9.4（R01 年度） 

事業の内容 分娩を取扱う産科医や助産師に分娩手当を支給する産科医療機関に対

して、手当支給経費の補助を行う。 

アウトプット指標 ・手当支給者数  151 人  （H29 年度）→151 人 （R01 年度） 

・手当支給施設数 21 施設（H29 年度）→21 施設（R01 年度） 

アウトプット指標（達成
値） 

・手当支給者数  122 人  （R01 年度） 

・手当支給施設数 21 施設（R01 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

59.7 人（H29 年度） → 60.8（R01 年度） 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産科・産婦人科医師数 

9.4 人（H29 年度） → 10.5 人（R01 年） 

（１）事業の有効性 

各医療機関が支給する分娩取扱手当に対して補助を行うこ 

とにより、昼夜・時刻を問わず迅速な対応を迫られるなど、特に過酷

な環境である産科医療の現場を支える産科・産婦人科医師、助産師、

看護師の処遇改善に繋がっている。 

（２）事業の効率性 

産婦人科医療機関が支給する手当に対する直接的な補助の 

ため、直接的に医療従事者の処遇改善に効果的である。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 
医師確保対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,538 千円 
事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 
背景にある医療・介護ニ
ーズ 

本県は地域ごと、診療科ごとに医師の偏在がみられ、医師の地域

偏在、医師確保、キャリア形成等の問題に対応する必要がある。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数 

※平成３１年中の医師偏在指標を基に決定 

事業の内容 ① 医師確保の事業その他本県において必要とされる医療の確保
に関する事項に関し必要な施策を定めるとともに、医師の確

保を図るために必要な事項を協議するための地域医療対策協

議会を運営する。（660 千円）） 

② 医師派遣事務やキャリア形成プログラム作成などの医師確保

支援事務を行う地域医療支援センターを運営する。（2,878 千

円） 

アウトプット指標 ・開催回数  ２回（2019 年度） 
・医師確保計画策定（2019 年度） 

・キャリア形成プログラム（※）の作成数 

※運用指針に則したキャリア形成プログラム 

０プログラム（2018 年度）→ ２プログラム（2019 年度） 

・新規貸与学生 ７名 

アウトプット指標（達成
値） 

・開催回数  ５回（2019 年度） 
・医師確保計画策定（2019 年度） 
・キャリア形成プログラム（※）の作成数 ０（2019 年度） 

 ※運用指針に則したキャリア形成プログラム 

2019 年度までに作成はできなかったが、地域医療対策協議会 

にて協議を進め、2020 年度に作成する方向で議論を進める。 

・新規貸与学生 ７名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標 
医療施設従事医師数  

2,292 人（2016 年） → 2,293 人（2018 年） 

（1） 事業の有効性 
医療施設従事医師数は2016年から2018年の4年間で



   

36 
 

減少は見られず、1名増加で概ね維持できており効果が
あった。 

 
（2） 事業の効率性 

令和元年度から別枠方式による医師修学資金貸与制
度を整え貸与者数を拡大した。また、地域医療対策協議
会で協議した令和２年度策定予定医師確保計画案及び
令和３年度策定予定キャリア形成プログラム案につい
て、年１回面談を行う地域枠医師・学生に対し説明を行
うことで、将来地域医療を担うことへの意識醸成を図
り、地域医療を担う医師確保につなげている。こうした
取り組みにより、効率的に事業を実施している。 

 

その他  
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【令和 01 年度追加事業】 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【追加①（医療分）】 

在宅歯科診療設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,279 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 各歯科医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

平成 30 年度診療報酬改定で厚生労働省は、かかりつけ歯科医機能の推

進と質の高い在宅医療の確保のため在宅歯科医療の推進を掲げてい

る。ついては、かかりつけ歯科医として「訪問歯科診療」を推進する

ことは地域包括ケアシステムの構築においても大変重要であるが、早

急に対応できない理由の一つとして、高額な歯科器材の調達の課題が

考えられており、その設備整備を図る必要がある。 

アウトカム指標：  

設備整備を行ったことによる訪問歯科診療の実施回数の増加 

現状：0件（H30 年度）⇒ 目標：120 件（H31 年度） 

事業の内容 高齢者や障害者等に対する訪問歯科診療に新たに取り組む歯科医療機

関及び取組実績がある歯科医療機関に対して、訪問歯科診療に必要な

医療機器等の備品購入に対する補助を行う。 

アウトプット指標 設備整備を実施した歯科医療機関の増加数(新設６件) 

アウトプット指標（達
成値） 

・設備整備を実施した歯科医療機関の増加数（新設６件） 

事業の有効性・効率性 ・設備整備を行ったことによる訪問歯科診療の実施回数：９２件 
設備整備が整ったのが令和元年２月頃であり、約２カ月間の実績と

なったため。ただし、アウトプット指標は達成しており、在宅歯科診

療に体制の整備に努めることができた。 

（１）事業の有効性 

 在宅歯科診療を実施する際、必要な機器が整ったことで、安全で質

の高い歯科医療の提供が可能となった。 

（２）事業の効率性 

 必要な機器等の整備補助を行ったことにより、早期の治療方針の決

定や、短時間の治療につながり、効率的な在宅歯科診療の推進に貢献

できた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.追加②（医療分）】 

在宅療養者等の口腔機能管理連携推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,758 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 学校法人九州アカデミー学園 九州医療専門学校 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

今後ますます増加すると考えられる難病や認知症等を抱える在宅療養

者等に対して、適切な在宅歯科診療が提供できるよう地域包括ケアシ

ステムの一端を担う歯科医療従事者等に対し、在宅における医科歯科

連携の促進を図るための研修を行い、より安全な歯科保健医療提供の

推進を図る。 

アウトカム指標： 

在宅療養者に対する知識及び専門的口腔ケア技術が習得できた受講生

の割合 → 70％（各年参加者 120 名中） 

事業の内容 在宅歯科医療や在宅での口腔ケアに関する知識や技術を歯科医師や歯

科衛生士・歯科医療従事者等へ提供することにより、在宅歯科医療の

充実を図る。 

アウトプット指標 研修会の開催回数 各年３回 

研修会参加人数  各年１２０人 

アウトプット指標（達
成値） 

研修会の開催回数 年３回 

研修会参加人数  年１９人 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、三密を避けた開催などに

より参加人数が減となった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
在宅療養者に対する知識及び専門的口腔ケア技術が習得できた受講生

の割合 → 94％（参加者 19 名中） 
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 （１）事業の有効性 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当初の計画通りではなか

ったものの、今後ますます増加する高齢者や障害者への在宅歯科医療

サービスについての知識や技術を提供することで、在宅歯科医療の充

実を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 在宅歯科医療サービスの提供における歯科医師や歯科衛生士の役割

について知識や技術を提供することにより、実際の現場で効率的に動

くことができる人材の育成に努めることができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.追加③（医療分）】 

精神障害者早期退院・地域定着支援事業 

【総事業費】 

965 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 各精神科病院 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

入院中の精神障害者の長期入院を防止し、地域移行の促進を図る

ため、医療機関の支援だけではなく地域の援助者の理解と支援の

連携を図る必要がある。 

アウトカム指標：１年次退院率の増 

平成 26 年度：84％→平成 31 年度：91％ 

事業の内容（当初計画） 地域における医療と福祉の連携体制を整備し、精神疾患患者の長
期入院を防止するため、入院患者本人や家族からの相談に応じ、

必要な情報提供を行う相談支援事業者等を、精神科医療機関で開

催される退院支援委員会等に招聘するための費用について補助

を行う 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

退院支援委員会等への招聘件数の増 

 平成 30 年度：276 件 → 平成 31 年度：280 件  

アウトプット指標（達成
値） 

 平成 30 年度：276 件 → 平成 31 年度：181 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

 平成 26 年度：84％→平成 29 年度：86％ 

 アウトカム指標では 1 年次退院率の最新情報が平成 29 年度で

あるため 31 年度の評価ができていない。 

 アウトプット指標については目標より 99 件少ない数値とな

り、昨年と比較しても大幅に減少した。減少した理由ははっきり

していないが、新型コロナウイルス感染症の影響も大きいと考え

られる。 

（１）事業の有効性 

地域の支援者が精神障害者の地域移行に係る機会が増加した。 

（２）事業の効率性 

 入院中から地域の支援者が関わることで、患者本人・家族・関

係者が早期から退院に向けた意識を持つことができるようにな

った。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.追加④（医療分）】 

特定行為研修推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,137 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

高齢化の進展並びに医療の高度化及び複雑化が進む中で、質が高く安全

な医療を提供するため、チーム医療の推進が求められており、急性期医

療から在宅医療等までを支えていく特定行為を実践する看護師を計画

的に養成していく必要がある。 

アウトカム指標： 

特定行為研修修了者及び県内指定研修機関の特定行為区分の増加 

現状：特定行為研修修了者数 6名（H30 年度）⇒目標 12 名（H31 年度） 

   特定行為区分数 3区分（H30 年度）⇒目標 1区分（H31 年度）  

事業の内容 在宅医療等を支えていく特定行為ができる看護師を増やすため、県内の

看護師が受講できる体制を整えられるよう、特定行為研修を推進する。 

アウトプット指標 特定行為研修制度に関する研修会開催回数  2 回  

 

アウトプット指標（達
成値） 

特定行為研修制度に関する研修会開催回数 2 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
 特定行為研修修了者数：現状 10 人（H31.3 末） 

   ⇒達成値 23 人（R2.3 末） 

 特定行為区分数：現状 5区分（H30 年度） 

   ⇒達成値 8区分（R元年度） 

（１）事業の有効性 

 検討会や研修会の実施、またニーズ調査等実施することにより、事業

内容の周知・理解が進み、特定行為研修修了者数、特定行為区分数も増

加したと考える。 

（２）事業の効率性 

 当事業を進めることにより、特定行為を行う看護師養成だけでなく、

看護師の現任教育につながり、看護師の質の向上を図ることができる。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.1・2・3（介護分）】 

介護施設等整備事業 

【総事業費】 
4,556 千円

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 県、市町及び事業者 

事業の期間 令和元年７月１９日～令和７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 

アウトカム指標：介護保険者が見込むサービス量を確保する。 

事業の内容（当初計画） 地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護保険事業支援計画等

において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

① 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

・認知症高齢者グループホーム           （6 カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所          （1 カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所        （1 カ所） 

 

② 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

・認知症高齢者グループホーム           （6 カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所          （1 カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所        （1 カ所） 

 

③ 介護施設等へ配布するマスク・消毒液等の購入 
                    （4,556 千円分） 

アウトプット指標（達成
値） 

③ 介護施設等へ配布するマスク・消毒液等の購入 

                      （4,556 千円分） 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 

地域密着型サービス施設等の整備等を支援したことにより、

地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進した。 

（２）事業の効率性 

調達方法や手続について行政の手法に準じることとしたた

め、施設整備事業の公正性が図られたと考えている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.追加⑤（医療分）】 

小児救急電話相談事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,182 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

休日・夜間は、即時の受診が不要な軽症者等も、休日・夜間に対応可

能な医療機関に集中することから、相談窓口を設けて小児救急医療に

従事する体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標： 小児死亡率の全国平均以下 

事業の内容 子どもの夜間のケガや急病で、対処に戸惑う患者家族からの電話 

相談事業を委託する。（委託先：佐賀大学医学部附属病院 他） 

アウトプット指標 相談件数 5,465 件（H29 事業実績）を上回る 

アウトプット指標（達
成値） 

相談件数 7,083 件（R1 事業実績） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
小児死亡率 0.25（R1）、全国平均 0.21 を上回る 

（１）事業の有効性 

 本事業により、相談者の迅速・適切な判断が可能になるとともに、

軽症者の休日・夜間の受診が減ることで、小児救急医療提供体制の確

保につながり、小児死亡率の減少を図る。H29 から電話相談件数が増

えていることから、本事業が県民に定着しており、県民が安心して子

育てができる環境づくりを行うことができている。 

（２）事業の効率性 

 本事業が県民に定着することで、家の近所に医療機関がない相談者

が、医療機関にたどり着くまでの間に、効率的に処置ができている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.追加⑥（医療分）】 

がん看護師育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,290 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

高齢化の進展に伴い、がん分野における在宅医療の推進が求められて

いる現状に鑑み、地域におけるがん医療の推進が求められている。 

アウトカム指標：  

・研修会に参加した看護師数 41 名（H30）→70 名程度（R1）。 

・研修会に参加した看護師のうち、がん診療連携拠点病院以外の医療

機関に所属する看護師の割合が 80％以上（H30：82.9％） 

事業の内容 地域におけるがん医療の推進を図るため、主に在宅医療を担う、かか

りつけ医や訪問看護ステーション等の看護師を対象に、がん看護の正

しい知識と多職種連携について学ぶ研修を（公社）佐賀県看護協会に

委託し実施する。 

アウトプット指標 ・がん看護研修会の開催：２回／年 

アウトプット指標（達
成値） 

・がん看護研修会の開催：２回／年 

事業の有効性・効率性 アウトカム指標：  
・研修会に参加した看護師数 41 名（H30）→51 名（R1）。 

・研修会に参加した看護師のうち、がん診療連携拠点病院以外の医療

機関に所属する看護師の割合が 90％以上（R1：90.2％） 

（１）事業の有効性 

10 万人あたりの受講者数の全国順位が、2018 年から 2019 年にかけて

47 位から 43 位に上昇したことから、有効であったといえる。 

（２）事業の効率性 

・研修会に参加した看護師のうち、がん診療連携拠点病院以外の医療

機関に所属する看護師の割合が 90％以上（R1：90.2％）という成果か

ら、幅広い地域におけるがん医療の推進ができていると考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

キラッとプラチナナース支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,142 千円 

事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護
ニーズ 

看護職員の職域が拡大し、ますます看護職員の需要が高まる一方で、

年少人口減に伴い、新規看護職員の大幅増は見込めないため、現場で

働く 60 歳以上の看護職員（プラチナナース）を増やし、看護職員を確

保する必要がある。 

アウトカム指標：県内病院・診療所における 60 歳以上の看護職員の就

業者数（常勤換算） 

現状：711.7（平成 28 年度） ⇒ 目標：866.7（平成 30 年度） 

（看護職員業務従事者届出による） 

事業の内容 55 歳以上の看護師等の看護職員を対象にした研修会（多様な働き方に

関する講義、60 歳以上の再就業者の事例紹介）及び就職相談を開催す

る。 

アウトプット指標 再就業支援研修会 開催回数 2 回 

アウトプット指標（達
成値） 

再就業支援等研修会開催数 2 回（R元年度） 

事業の有効性・効率性 アウトカム指標の状況：県内病院・診療所における 60 歳以上の看護職
員の就業者数（常勤換算） 

 現状：848.3（H30 年度）⇒達成値：848.3（H30 年度） 

 ※看護職員従事者届が 2年に 1回実施のため 

（１）事業の有効性 

 60 歳以上の看護職員の就業者数は、今年度目標値には達しなかった

が、年々増加傾向にある。年少人口減に伴い、現場で働く 60 歳以上の

看護師の需要は高まっている。 

 プラチナナースがこの研修をとおし、佐賀県の医療・介護・福祉の

現状を知ることにより、定年退職後も継続して看護師として働く意欲

や意識の向上につながっている。 

（２）事業の効率性 

 定年退職前から研修を行うことにより、看護職としての責任や働き

続ける社会的意義を継続して自覚することができ、効率的に退職後の
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就業につなげることができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.1（介護分）】 

介護事業所による留学⽣への奨学⾦等⽀給

に係る支援事業 

【総事業費】 
4,440 千円

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

今後も生産年齢人口が減少していくことを踏まえ、若い世代
の人材を確保していくことに加え、人材の裾野を広げていく
取組が必要である。 
アウトカム指標：人材不足を感じている事業所の割合の減少 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士国家試験を受験する意思のある留学生へ奨学金
等の支援を行う介護事業所を運営する法人に対し、当該奨学
金等の経費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

奨学金等支給による留学生支援を行う事業所数 ２０事業所 

アウトプット指標（達成
値） 

奨学金等支給による留学生支援を行う事業所数 １５事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
奨学金等支給事業所への留学生の就職数１３事業所 

（１）事業の有効性 
 当該補助事業により、外国人留学生へ施設が経済的な支援
することで、学習時間の確保や精神的安定が得られ資格取得
に意欲的に取り組むことができる。 
（２）事業の効率性 
 事業所への補助により、留学生の状況に応じた適切な支援
が実施でき、効率的に資格取得への意欲や日本での自立支援
につながっている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２（介護分）】 

外国人留学生に対する日本語学習支援事業 

【総事業費】 
789 千円

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

今後も生産年齢人口が減少していくことを踏まえ、若い世
代の人材を確保していくことに加え、人材の裾野を広げてい
く取組が必要である。 
アウトカム指標：人材不足を感じている事業所の割合の減少 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士養成施設が、カリキュラム外の時間において、
留学生に対し実施する日本語学習支援や専門知識の強化す
るための授業の実施に係る経費に対し、補助を行う。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

留学生に対する日本語学習支援等を行う県内の介護福祉士
養成団体 ２団体 

アウトプット指標（達成
値） 

留学生に対する日本語学習支援等を行う県内の介護福祉士
養成団体 ２団体 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
留学生に対する日本語学習支援等を行う県内の介護福祉士
養成団体 ２団体 
２学年制の初年度学生への支援のため資格取得実績無し。 
（１）事業の有効性 
 カリキュラム外の支援により、留学生の日本語能力の向上
が見込まれ、介護に関する専門的な内容についての理解も深
まり、介護福祉士の国家資格取得につながる。 
 
（２）事業の効率性 
 日本語能力が向上することで、国家資格取得のための学習
が効率的に行える。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.３（介護分）】 

介護の仕事魅力発信事業 

【総事業費】 
24,249 千円

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

介護人材の新規参入を促進するため、介護の仕事に対する
理解やイメージアップを図る情報発信事業を行う必要があ
る。 
アウトカム指標：介護の仕事に対するイメージアップ 

事業の内容（当初計画） ・介護の魅力を伝えるテレビ番組の作成 
・広く県民を対象とした冊子の制作 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

県内福祉養成校の充足率 60％ 

アウトプット指標（達成
値） 

県内福祉養成校の充足率 61.9% 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
学生及び県民の介護に対するイメージアップを図る。 

（１）事業の有効性 
 メディアを活用し、県内全域での情報発信を継続して実施
することで、介護の仕事の理解度向上と、イメージアップを
図ることが出来た。 
（２）事業の効率性 
 県民への介護の仕事に対するイメージアップだけではな
く、介護職員を紹介することで、県内介護職員の働く意欲の
向上を図ることが出来た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.４（介護分）】 

介護人材確保緊急支援事業 

【総事業費】 
22,550 千円

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県福祉人材センター（社会福祉法人佐賀県社会福祉協議

会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

介護人材の確保 

アウトカム指標：採用に結び付いた人数 50 名（H29 年度 31
名） 

事業の内容（当初計画） ・職場の開拓 
・就職相談及び職場紹介 
・就職希望者に対する説明会 
・職場づくりへの指導及び助言 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

・キャリア支援専門員による事業所の巡回 
・県内ハローワークにおける出張相談 60 回 
・福祉・介護分野への就職希望者を対象にした説明会等 ３

か所 
・求職者のニーズに合った職場づくりの指導及び助言 
・福祉施設経営相談 
・求人を出していない事業所への積極的な情報提供 
・潜在的有資格者への届出制度の PR 
・採用担当者向けの採用行動力強化セミナー 
・介護施設勤務未経験者等向けの施設見学会 

アウトプット指標（達成
値） 

・県内ハローワークおける出張相談 80 回 
・福祉・介護分野への就職希望者を対象にした説明会 6 か
所 
・求職者のニーズに合った職場づくりの指導及び助言  16 事
業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
採用に結び付いた人数 H29 年度３１名→H31 年度５０名 
実績値 
R1 年度 65 名（前年度 85 名）  

（１）事業の有効性 
 キャリア支援専門員の事業所巡回により求職者のニーズ
に合った職場の開拓や職場環境づくりの支援を行い、介護人
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材の参入を図った。また、福祉・人材センター常設窓口やハ
ローワークでの出張相談における給食相談の受付、就職説明
会や高校生向けのセミナー、求職者と事業所を対象とした就
職フェアや潜在的有資格者への情報提供、施設見学会等、幅
広い方法で介護人材の確保を図り、65名の採用に結びつい
た。 
 
（２）事業の効率性 
 佐賀県福祉人材センターは、福祉・介護人材の確保や就業
援助を実施するために県内で唯一指定を受けた機関であり、
無料職業紹介を行うほか、求人情報の提供を行うことができ
る。また、社会福祉法人経営者協議会（８２法人加盟）、老
人福祉施設協議会（３０４事業所加盟）等の事務局があり、
この繋がりを活かして、求人・就職の相談があった際の事業
所と求職者に対するマッチングをスムーズに行うことがで
きる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.５（介護分）】 

介護員養成研修受講支援事業 

【総事業費】 
791千円 

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

介護人材の参入を図るとともに、介護業務におけるスキル
アップを図ることによる定着を促進する必要がある。 
アウトカム指標：介護人材の資質向上、参入促進、定着 

事業の内容（当初計画） 生活援助従事者研修・介護職員初任者研修を修了し、県内事
業所で就労した者又は従業者の研修受講料を負担した事業
者に対して、受講に要した経費の助成を行う。 
また、事業の周知を図るためのチラシを作成・配布する。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

補助人数 90名 

アウトプット指標（達成
値） 

個人への支援は 21 人で 597,630 円、事業者を通しての支援
は 2名で 95,040 円であった。 
平成 31 年度合計 23 名 692,670 円 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 資格取得による介
護人材の資質向上、参入促進、定着 

（１）事業の有効性 
 補助事業により、介護の現場に就労している者あるいは就
労予定の無資格者に対し、資格取得の機会を提供することが
できており、介護人材の資質向上、参入促進、定着につなが
っている。 
 チラシを作成し、施設系サービスの事業所（119か所）、市
町、研修実施機関等に配布して制度の周知を図った。 
（２）事業の効率性 
 他の公的団体から既に支援を受けている場合は、当該補助
の対象外としている。 
 県内の介護事業所に介護職員として勤務し、引き続き勤務
の意思があることを条件の1つとしており、県内の介護人材
の増加を図っている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.７（介護分）】 

地域包括支援センター機能強化事業 
【総事業費】 

5,287千円
事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県、佐賀県介護保険事業連合会、佐賀県医師会、医療機

関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

高齢化の進行に対応した地域包括ケアシステムの深化・推
進のため、高齢者の総合相談窓口であり、取組の核となる地
域包括支援センターの機能を強化するとともに、地域包括支
援センター等の地域の関係機関の連携強化を図ることが必
要となっている。 
アウトカム指標：県内 20 市町での地域包括ケアシステムの
深化・推進 

事業の内容（当初計画） 地域包括支援センターの機能強化及び関係機関の連携強化
を推進するため、 
①地域包括支援センター職員の研修会 
②県、介護保険者・市町、関係団体による地域包括ケアシス
テムに関する情報共有及び連携のための会議 
③市町及び地域包括支援センターが認知症施策や生活支援
体制整備事業を効果的に実施するためのアドバイザー派遣 
④市町及び地域包括支援センター職員の介護予防に関する
研修会を実施する。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

研修受講者数：120人（延べ） 

アウトプット指標（達成
値） 

研修受講者数：394 人（延べ） 
①45 人 ④349 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
県内 20 市町での地域包括ケアシステムの深化・推進 

（１）事業の有効性 
 専門職等のアドバイザー派遣、研修会を県内各地で開催す
るなど、確実に地域包括支援センターの強化が図れている。
（２）事業の効率性 
 生活支援、認知症施策、介護予防、地域ケア会議等さまざ
まな場面へ専門のアドバイザーを派遣し、また、市町職員等
を含めた研修会を開催し、地域包括支援センターの職員の資
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質向上はもとより関係機関との意識の共有化、効率化が確実
に図れている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.８（介護分）】 

介護支援専門員指導者養成事業 
【総事業費】 

1,828千円
事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県介護保険事業連合会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

地域の介護支援専門員に対し、指導や事例検討会など実践
的な研修で指導する役割を行うスーパーバイザーが不足し
ている 
アウトカム指標 安定的な人材育成体制が構築される 

事業の内容（当初計画） 事業所から推薦を受けた主任介護支援専門員を対象に、年 10
回、講義や事例検討会などの演習形式の研修を行う。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

スーパーバイザー20名を養成する 

アウトプット指標（達成
値） 

スーパーバイザー13 名を養成 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
各地域における主任介護支援専門員の指導者としての質の
向上 

（１）事業の有効性 
 医療と介護の連携に必要な実践的な内容と方法及び事例
検討を中心とした研修を実施することにより、より適切で効
率的な高齢者などへの介護ケアマネジメント及びサービス
の提供を図ることが出来た。 
（２）事業の効率性 
 受講者の選定にあたっては、各地域から主任介護支援専門
員を推薦してもらうことで、県内全体の指導者のつながりを
作ることが出来るとともに今後の連携を図ることが出来た。

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.９（介護分）】 

介護職員特定課題等研修事業 
【総事業費】 

11,263千円
事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対し、適切に対応
できる介護職員を養成する必要がある 
アウトカム指標：研修修了者 200名／年 

事業の内容（当初計画） 介護職員が喀痰吸引や胃ろうの処置等一部の医療行為を行
うための登録制度が、平成 24年度に発足したことをうけて、
登録のための研修を実施する。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

○第１号・第２号研修 ２回／年 
○介護職員等フォローアップ研修 １回／年 
○指導者講習 ２回／年 
○指導者フォローアップ講習 １回／年 

アウトプット指標（達成
値） 

○第１号・第２号・第３号研修 ２回／年 
○介護職員等フォローアップ研修 １回／年 
○指導者講習 ４回／年 
○指導者フォローアップ講習 １回／年 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
研修修了者 169 名/年 

（１）事業の有効性 
 介護現場においては、職員の人材難が深刻化しており、介護職
員に喀痰吸引等必要な技能を習得してもらう必要がある。喀痰吸

引等の行為を、現場で実務についている職員ができるようになる

ためには、この研修を受講する以外に方法はない。また、介護職

員が、喀痰吸引等の行為ができるようになることで、介護サービ

スの質の向上と利用者の状態に応じたきめ細やかな対応が可能と

なる。 
（２）事業の効率性 
 あわせて介護職員を指導する立場になる指導看護師を養成する
ことで、介護職員に対する正しい知識と技能の指導が可能となる。

さらに、過去に認定を受けた介護職員や指導看護師へフォローア

ップ研修を行うことで、知識や技能の再確認や技能の向上へつな

がり、利用者への安心できるサービスの提供が可能となる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.10（介護分）】 

明るい職場づくり推進事業 
【総事業費】 

8,096 千円
事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県福祉人材センター（社会福祉法人佐賀県社会福祉協議

会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

介護従事者の労働環境の整備 

アウトカム指標：参加事業所の離職率（H31 年度における県
の介護職員の離職率を下回る） 

事業の内容（当初計画） ・職場環境の改善支援活動 
・事業所等の福利厚生充実支援活動 
・介護従事者からの相談受付 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

・職場環境改善に向けたセミナー ３回 
・職場環境改善に向けた専門アドバイザー派遣 ７回 
・職場を超えた介護従事者交流会 ２回 
・サークル活動等支援 10 事業所 
・介護従事職員向け男女交流会 １回 
・介護従事職員向け健康・メンタル相談 
・新聞や SNS 等による広報活動 

アウトプット指標（達成
値） 

・職場環境改善に向けたセミナー ３回 
・職場環境改善に向けた専門アドバイザー派遣 ３回 
・職場を超えた福祉・介護従事者交流会 コロナ予防のため
中止 
・サークル活動等支援 １１事業所 
・介護従事職員向け健康・メンタル相談 
・新聞や SNS 等による広報活動 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  
県内の介護離職率について前年度を下回る 
 
観察を行った県内の介護離職率 
R1 年度 11.0％（前年度 16.6％） 参考：H27 年度 19.6％ 
※公益財団法人介護労働安定センター調べ 

（１）事業の有効性 
 介護職員向けのセミナーや事業所へのアドバイザー（社会
保険労務士等）派遣により職場環境の改善を支援している。
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また、福利厚生充実支援として、職員の資質向上も目的とし
た事業所を超えた職員間の交流会や、サークル活動の立ち上
げ・活動支援、婚活イベントなどにより仲間づくりを促進す
ることで就労意欲の向上を図り、介護人材の定着を図ってい
る。 
（２）事業の効率性 
 佐賀県福祉人材センターには、社会福祉法人経営者協議会
（82法人加盟）、老人福祉施設協議会（204事業所加盟）等の
事務局があり、多くの事業所との繋がりを持っているため、
イベント実施の際に事業所に周知がしやすい。また、これま
でも数多くの研修・イベントを行ってきているため、事業を
円滑に行うことができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No11（介護分）】 

 施設内保育施設運営費補助 
【総事業費】 
34,856 千円

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

介護人材の離職事由の約３割が「結婚、出産、育児」とな
っており、継続して働ける環境を整備する必要がある。 
アウトカム指標： 育児が理由による離職を減少させる 

事業の内容（当初計画） 介護従事者の離職防止及び未就業者の再就業の促進を図る
ため、介護施設等の開設者が、従事する職員のために保育施
設を設置し、その運営を行うために要した保育士等人件費に
対し県が補助を行う。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

施設内保育施設への補助事業所数 
13 施設 

アウトプット指標（達成
値） 

施設内保育施設への補助事業所数 
13 施設 （児童数 156 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
出産や育児を理由にした離職を減少させる 
 
○観察できた（補助をした事業所からは下記の意見があった） 
・事業所内保育施設を利用したため、離職することなく職場 
復帰できた 
・運営費を補助した団体の中には、保育所を安定的に運営 
できたため「出産・育児」を理由にした離職が０になった 
 

（１）事業の有効性 
13施設に補助を行ったが、何れの施設においても、施設内
に保育所があるという理由で入職を決めたり、復職を早めた
りする職員がいた。 
また、「出産・育児を理由にした退職」がゼロだった施設
もあり、保育所を安定的に運営するために補助することは一
定の効果があったものと考える。 
 
（２）事業の効率性 
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保育所の事務を所管する県の部署から、事業所内保育 
所（認可外）のリストを提供してもらい、それをもと 
に当該補助金の周知をメール等で行い、不要なＰＲ経費を 
削減した。 
  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.12（介護分）】 

介護現場における先進機器導入支援事業費
補助 

【総事業費】 
17,526 千円

事業の対象となる区域 県全域 
事業の実施主体 佐賀県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

身体的な負担が少なく働きやすい介護事業所を創出する
ことで、介護人材不足の解消に努めていく必要がある。 
アウトカム指標：身体的負担を感じている事業所の割合の減
少 

事業の内容（当初計画） 日常生活支援における移乗支援、移動支援、排泄支援、見
守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援で利用
する介護ロボットを介護事業所が導入する費用への補助を
行う。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

介護ロボット導入事業所数：５２事業所 

アウトプット指標（達成
値） 

介護ロボット導入事業所数：４４事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
身体的負担が大きいと感じている介護職員 
R1：29.5％（前年度 30.2％） 
※公益財団法人介護労働安定センター調べ 
（１）事業の有効性 
 介護ロボットの導入により、働きやすい職場環境を創出す
ることができ、介護人材の定着につながっている。 
（２）事業の効率性 
 導入にあたっての事業所の経済的負担が軽減され、介護ロ
ボットの導入が積極的に行われているため、効率的に職場環
境の改善へとつながっている。 

その他  
 


